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ThehouseholdresponsibilitysystemhasbeenadoptedsillCe1980inrut-alChilla,

BuHhissystemdoesn'tstandfor'thecreationofindepen(lentself-completedfamily

farms.Agriculturalproductionisb()arbynotonlyfamilyfallTISbutalsofarmservice

suppliel̀S.Thesystemmanagedbythecollaborationbetweenthesetwopartiescanbe

understoodasquasi-interna一organizati()n.

Thepul･pOSeOfthispaperistoclarifytheactualsituationofChina'sruralquasi-

internalorganization,basedonsomecasestudiesofHeilongjiang,liebei,Shandon臥

Anhui,Human,andGuizhouP1-OVinces.Thispaperissummarizedasfollows.First,

fal~m Serviceszlremainlyprovidedbythevillage-levelcooperativeeconomy

organizationundel~thesupportofPublicsectoz∴This()rganizationisfoundedon

thebasisoftheadmiIlistl~ativevillageunit,sothatfal.mServicesal-ea一locatedamong

f三IrmerSundertheconLl~Ol｡fviHageadminislrEltivepower.Second,asfol-Su上)i)ly()i

machineryservices,thecustomworkofI)rivatecontractorpl~eVailsamongfarmers.

ThissituationcanbeunderstoodastheestablishmelltOfmachineryservicemarkeL

Third,thespecizllpul･POSesocietylnWhichmembersare一inkedlooselyI)laysal一

importalltl~01einthefieldofextensic･nset-Vice.Eventhc･ughthiss()cietyisorganized

v()1untal'ily,itisfoundedundertheleade1-Shipofadministratiorl.Itiscc･ncluded

thatChina'srul･a･lquasi-internalorganizati()nisstillmainlyledbyadministrative

power･inspiteofestablishmentofmaI'kets,

1.生産責任制下の家族経営とファームサービス

中国では､1979年以降の生産責任制 (家庭聯産承包責任制)への移行によって､｢家族経

営｣(家庭経営)が創出された｡生産責任制以前の人民公社はひとつの事業休として､かな

りの程度自己完結的に農業生産を担っていたくつしかし創出された家族経営は､家族労働と簡

単な固定資本を所有するのみで､自己完結的には生産を行うことができない｡家族経営は土

地を集団 (料)からの請負いされた上で､行政や村などから水利､普及､農業機械などに関

連 した社会サービスが提供されており､あるいは賃耕などの形でコントラクター農家に請負

作業をさせて作業を完結している｡ところで日本においても､家族経営では自己完結的に生

産が行われているのではなく､周囲の地方公共団体､農協､私企業などによって､家族経営

が持つ機能を補完や代替されることによって農業経営が成立している,この補完や代替のサ

-ビスは ｢ファームサービス｣と言われている()市場と内部組織の中間形態は ｢中間組織｣

と定義されるがl)､高橋 (1977)などに示されるように､家族経営とこのファームサービス

を提供する事業休から構成 される中間組織が､日本農薬の担い手としてとらえられているL1
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この枠組みでいくと中国の家族経営も､ファームサービスを提供されていると考えることが

できる｡したがって､その実態を整理 し､中国の家族経営とファームサービス事業体とから

なる構造も､中間組織であるかの検討をする必要がある｡これからの中国農業の担い手とな

る､この構造を実証的に明らかにしていくことを本論の目的とするO

生産責任制のもとでの社会サービスの提供の構造は､地域的な格差や制度のあいまいもあ

り､わが閏においては個別事例の紹介にとどまっていたが､まず白石 (1994)によって､家

族経営とこれを支援する村の両方をもって農業の担い手と考える ｢双層経営体制｣が提唱 さ

れ､村から社会サービスが提供 されていることが紹介された｡そしてAsami(2002)によっ

てその経済合理性が新制度経済学的に､また計量経済学的に実証 された｡ヌ引回経営体制は､

家族経営と村から構成 される構造を持っているが､社会サービスは村以外の事業体からも提

供されている｡厳 (1997)は農村の基層組織を郷鋲政府､行政村､合作経済組織 (供錆 ･信

用合作社､地区性合作経済組織､専門的合作経済組織)と整理 しており､これらが家族経営

に社会サービスを提供する事業体になる｡青柳 (2002)は､このうちの合作経済組織を企業

形態論の視点から整理 して､非事業組織型 (協会型)と事業組織型 (合作社型)とし､後者

を公有型と私有型として整理 している｡さらには家族経営にファームサービスを提供 してい

る事業体には､国､省､県の政府や､またコントラクター農家や龍頭企業などの私企業もあ

るoE7本ではファームサービス事業体は､石田ら (2003)に示 されるように､公､私､団体

と広範にわたってとらえられている,本稿でも以下､ファームサービスを提供 している事業

体を広範にわたって､その実態を整理 していくことにしよう｡

2.中国のファームサービス事業体の企業形態

中国での家族経営を取り巻くファームサ-ビス事業体は､行政､合作経済組織､私経済で

ある,3日本での事業体の企業形態は､稲本 (1996)に示 されるように､公的事業体､農業団

体､私的事業体として分類されており､これに基づき中国の事業体を整理 しよう (以下図1

を参照)0

図 1 中国のファームサービス事業体

公的事業体 - ｢事業単位｣ + 政府部門 一 行政単位 (省､地区､県)

合作経済組織- ｢地区性合作経済組織 (村 ･都銀)｣

｢専業協会｣

｢専業合作社｣

私的事業体 - ｢コン トラクタ-農家｣､｢龍頭企業｣､｢産地商人｣

｢ ｣内がファームサービス事業体として認められる0
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(1)公的事業体

中国の行政は､団､省.自治区 ･直轄市､地区 .市 (地区級)､県 ･flJ-(県扱)､邪鋳､村

から構成 されるこ､中国の行政は主に､政治を担当する ｢政府部門｣と公的な経済を担当する

｢事業単位｣から構成 され､後者が公的なファームサービス事業体として活動 している0回

レベルでは中央政府部門として司法部､則政部､水利部などと並んで農業部があり､省レベ

ルでは地方政府部門として､司法局､則政局､水利庁などと並んで農業庁があるO省によっ

て機構は異なるが一一一般に､省農業庁の中に､政策法規部 (処)､科学技術部､農村財務管理

郡､市場情報部､耕穫管理部､畜産局､農業機械局､水産局といったような政府部門があるO

同時に省レベルの事業単位として､技術普及センタ-､植物防疫センター､土壌肥料センタ

ー､種子管理センター､環境保全センタ-､農薬検定センター､農業学校､農学会､農事試

験場があり､省レベルでのファームサービスの提供を行っているOさらに農業機械局の中に､

政府部門として機械化計画部､機械管理部があり､事業単位として機械検査センタ-､機械

普及センター､機械安全センターなどがあるCまた畜産局の中に政府部門として畜産計画部､

獣医部､飼料工業部があり､事業単位として家畜改良センター､獣医センター､動物検疫セ

ンター､種畜牧場､豚繁殖センター､牧草飼料センターなどがあるO

同様に､地区 (市)､県 (市)レベルにおいても､農業委員会という農業行政単位があり､

その中に政府部門と事業単位があり､それぞれのレベルに応 じて事業単位から普及､機械管

理などのファームサービスが提供 されている｡これ以外にも､水利サービスに関 しては水利

部以下の各地方レベルの水利局が､食糧の販売サービスに関しては食糧公司が､種子の提供

に関 しては種子公司が事業体として､家族経営を支えているOこれらの行政の事業単位は､

公的事業体として分類 されるC

(2)合作経済組織と私的事業体

農業団体に当る事業体が合作経済組織である｡公的事業体よりは収益を追求する私経済性

が強くなるOファームサービス事業体として認められる合作経済組織は､私経済性が強まる

順番で以下のように整理 される｡①公的事業体と結び着きながら､都銀または村の自らの財

政収入 (三提五語や積立金､都銀企業収入)を財源として事業を行う組織である｡都銀経済

連合社あるいは村経済合作社として形成されることが多く､合わせて ｢地区性合作経済組織｣

ととらえられる｡実際には､政府部門である行政主体としての村や郷鋲と表裏一体の関係に

ある｡機械､水利､ポンプ濯概､病虫害防除､普及､肥料のサービス､機械コン トラクター

農家の斡旋､契約生産の斡旋､さらには電気､インフラ整備など､邪鋳または村単位で総合

的にファームサービスを提供 している｡)･②家族経営どうLが特定の品目における､優良品種

紹介､技術普及のため､あるいは龍頭企業や産地商人に--一括 して集荷するためだけに組織化

された ｢専業協会｣があり､収益性とは無関係に普及サービスを提供する｡③家族経営どう

Lが､共販の利益などの収益性を追求して組織化 される ｢専業合作社｣があるO 日本の農協
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に対応する組織であり､販売サービスを提供する｡なお購買事業を担当する供鋪社､信用事

業を担当する農村信用社も合作経済組織であるが､これらの事業は本稿ではファームサービ

スには含めないことにする｡

さらに私経済性が強まると､私的事業体自体がファームサービスを提供するt,①耕転､収

穫､調整作業を料金を取って所有する機械で請負 う､｢鉄麦客｣2)などのコン トラクター農

家O②龍頭企業が､契約 した原料農産物を搬入するために提供する集荷サービスや技術指導

サービス､あるいは③産地商人 (経紀人)などの仲買人が提供する販売サービスもフア-ム

サ-ビスとしてとらえることができる｡

このような事業体が､実際どのようにファームサービスを提供 しているかを､以下事例を

説明することによって明らかにしていくL‡)

3.中国のファームサービスの事例分析

3-1 黒龍江省の事例

まず異能江省での実態を示 しておこう｡公的事業体として､①牧畜獣医センター1,105ヶ

所､②郷鋲農業機械センタ-1,097ヶ所､･37水利ステ-ション1,031ヶ所､①林業ステーショ

ン1,000ヶ所､耳水 産技術普及センター83ヶ所､･⑥気象情報センタ-60ヶ所が､家族経営へ

のファームサービスの提供を行なっている､)郷鋳村の地区性合作経済組織としては､生産か

ら販売まで､品種導入､播積､機械サービス､濯潤､施肥のサ-ビス､病気防除が行われて

いる､,

特に異能江省は中国の食糧生産基地であり､規模の経済が発揮できるようにするために大

規模農業機械のサービス提供が充実 しているL,都銀農業機械センターでは修繕､部品調達や

オペレーターの教育が行なわれ､村レベルの地区性合作経済組織において､農業機械服務隊

として機械作業のサービス提供が行われている場合が多いrJ村平均で1,000畝を耕転 し､村

当たり1-2台のキャタピラ トラクタも配置 されている｡集団所有の トラクタであっても､実

体は個人の農家に請け負わせている場合が多い｡請負った農家は､村との契約において､村

民に機械サ-ビスを提供する義務を負い､村に機械利用への料金を支弘 う,,作業料金は平均

して20元/畝 (耕転2回､播種､農薬防除､脱穀､搬送まで含めて)となっている｡

専業合作社は1,089社あり､会員数22万戸 (全農家の 5%)､出資金6,826万元､販売額6.3

億元､利益配当420万元を達成 しているO定款では都銀､村を越えて加入できるが､管理上

1つの郷 を 1つの単位としている場合が多い｡専業協会は約 1万ある｡また糖業､たばこ､

麻の加工､乳業などで県レベル以上の龍頭企業は800あり､契約生産を行い集荷､販売､技

術指導サービスが提供 されているo

以下､襲来市の事例を取 り上げ､より詳 しくファームサービスの実態を紹介していくこと

にしよう｡

-88-



浅見淳之 :FIILl.1農業における家族経営とフ 7･-ムサービス･ト菜1本の-伸欄描§

1)肇東市

肇東市は面積3,905km2､耕地30万畝､人口84万で､ トウモロコシを主体 とした食糧生産

地帯である｡機械サ-ビスは､村所有の機械を個人が請負って提供するという､村 (-村 レ

ベルの地区性合作経済組織)に基づ く場合と､個人や共同で購入した農業機械を朴 ､てコン

トラクター農家が提供するという､私的事業体による場合で担われている｡料金は､燃料費､

オへ レーク-の給料を含み､畝あたり､畑地耕転で5元､水江闇蘭 で12元､全過程で15-16

元､農家の庭先までの搬送費込みで20元となっている〕作業の順序は､耕転の場合は耕地の

並んでいる順番に東から酉へ行なうが､収穫は農家のグループごとに農家の話 し合いで決め

ている｡農業機械の所有は､邪村所有が20%､共同所有が40%､個人所有が40%の割合とな

っている｡

また専業協会として､水稲､うり､スイカ､野菜､しいたけ､魚､卵､肉牛､乳牛､ガチ

ョウ､ダチ ョウについて 科学技術協会という名称で35､農村専業協会という名称で18ある｡

邪銀や大規模農家が中心になって組織 している,Jその役割は､科学技術を普及 し､高1鋸 左農

業を形成 し､農家を市場につなげることと請われているJさらに専業合作社として販売I鋸 二

も着手 して､卵 を集荷 して直接市場の直営店舗で販売 したり (採卵協会)､コメをブラン ド

化 してハルビンでL酎妾販売 している場合もある,J

2)肇東市 ･繁明邪

肇東市のひとつの郷についてファームサービスの実態を紹介 しよう′つこの邪には農業機械

センターがあるが､村農業機械服務隊への指導のみが行なわれている､ノ実際に大型農機を所

有 しているのは村 (-村 レベルの地区性合作経済組織)であり､村は個人に請負いをさせて

村農業機械服掛塚という合作経済組織を組ませて､機械のサービスを提供 してもらっている｡

この邪では､ トラクタ保有は1,000台以上であるが､村農業機械服務隊によるサービスは

30%､コン トラクター農家によるサ-ビスは70%となっている,Jしか し作業期には個人の

作業請負 も含めて村で農作業計画を組織 して､料金も村民委員会が定めているJ 春耕は/-i

で機械作業を管理 しているのであるL,オペレーターの技術の違いがあり､実際の支払い料金

にはば らつきが出ている､ノ農家は､自由に機械サービスの提供者を選ぶことができるので､

機械サービスに関 して市場が形成 されているともいえる｡ トラクタの値段は 1台14万元で､

村所有の場合は固 ･県 ･邪から補助金が出るが､個人所有の場合は 7-8戸が共同購入しう

ち一人がオペ レーターになる場合が多い｡

3-2 河北省の事例

河北省も小麦､ トウモロコシを叶]心とした食糧生産基地であり､ファームサービスは充実

している.機械サービスはコン トラクター農家による作業請負が主流であるが､村 (-村レ
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ベルの地区性合作経済組織)がコン トラクター農家への業務連絡や斡旋を行なっている場合

が多い｡村は､大型コンバインなどの道路使用計画を含む農業機械利用計画を策定 し､また

コントラクター農家が委託農家を回る順番を計画し､料金を統--して､場合によっては料金

の精算も行なっているo普及サービスは､専業協会ないし各村での普及員が対応 している｡

刑台県とその中の会寧鋳 ･東良舎利の事例でファームサービスを詳 しく紹介するo

1)刑台県

この県の村 (-村レベルの地区性合作経済組織)では農家へのファームサービスとして､

水利､技術指導､農業機械サ-ビスの調整､斡旋､防除予報､道路維持などを行なっている｡

村の行なう水利サービスの場合は､村が井戸を掘って､管理は村または利用農家が行なう場

合が多い｡電気は県の施設なので､農家はポンプの電気代を先払いしなくてはならない｡′井

戸に近い順､もしくは抽選で井戸利用の順番が決まっている｡農家は使いたいだけ使え､1

つの井戸で30-70畝への水利をまかなっている｡水資源枯渇が問題になっている一方で､濯

潮の時期が集中するため､個人で投資してポンプ濯潮をすることがむしろ推奨 されている｡

機械サービスの調整､斡旋については､まず機械の需要農家とコントラクター農家どうしの

話 し合いを基本として､話し合いで決まらない場合に調整､斡旋を村が行なっているC村は､

料金上限価格を設定する際､周辺村の料金を参考にしているが､各村の機械利用の需給によ

って料金の調整を行っているOまた村は､料金支払いの監督､特に他地域から来ているコン

トラクター農家への滞納を防ぐようにしている｡村外のコントラクター農家の料金収集には

村民が応 じない場合も多く､村が蓑任を負って徴収につとめているのである｡

次に普及サービスを担当する専業協会であるが､この県では､作目の選択的拡大 (構造調

整)に対応 して､次のような専業協会が形成 されている｡技術指導が行なわれる ｢ピーマン

栽培協会｣(600戸､村の95%が加入)､362人が会員である果実野菜協会､大規模採卵農家14

戸から構成 される卵販売協会､定期的に会合をもっで情報交換を行う良質小麦協会 (会員500

人､240村)などである｡果実野菜協会は､保冷施設を持っている農家と業者が会員であり

(うち80%が農家)､なし､りんご､なつめ､ぶどうに関して､協会で実験栽培､苗木 ･種提

供を行なっている｡また規格､肥料の指導を行ない基準を守 らせ､線色食品-i)としてのブ

ランドを作っているGまた8事務所､11連絡所にで情孝則文集を行い､規格ごとの価格､需要

などの情報サービスも行なっているO会費として､農家は10元/畝､保冷倉庫業者は600元

/トラック (sot)を支払っている｡

2)刑台県 ･会寧錘 ･東良舎村

ここは耕地面積3,200畝､人口1,730人の小麦と トウモロコシ生産を中心とした村である｡)

三接五菜とともに､村営企業からの収入で村 (-村レベルの地区性合作経済組織)からのサ

ービスをまかなっているC続は35.50元､投は7.50元､農業税は10.80元となっているOその
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サ-ビスとしては､技術普及､電気配線､水利､農業機械サービスの斡旋などである｡技術

普及として､資料の提供､優良種の紹介とともに､大農家から他農家へ技術提供の促進を進

め､また農業機械のオペレーターの訓練 も行なっているCケーブルテレビ､ビデオ､放送に

よる研修と同時に､IiF35回以上の､直接の指導機会を設けているO畜産において獣医を招き

病気予防も行なっている｡ノ村民委員会が普及隊を作っており､隊員5人 (うち一人は村民委)

がこれらの ｢普及員｣の役目を負っており､村が3,000-5,000元の給料を出しているO水利

はパイプ濯潤を行なっており､建設においては県からの補助が50%あったが造成労働費は村

が負担 しており､村で管理を行なっている｡､

機械 (個人所有)の斡旋における村 (-村レベルの地区性合作経済組織)の役割について

少 し詳 しく記載するCこの村には大型 トラクタ4台､コンバイン6台があり､コン トラクタ

ー農家が両方を所有 している｡さらに小麦に関 しては村外から2戸､ トウモロコシは村外か

ら4戸のコン トラクター農家が農繁期にやってくる｡村は､作業区域を分け､料金を統一 し､

作業基準を指示 し､コントラクター農家の村内への､また村外への斡旋を行なっているO村

はまず稼働期間を決め､その間は村内のコン トラクター農家は村外に出てはいけない｡小麦

は収穫完了の 5日間､ トウモロコシは次の小麦播種までの15日間の作業が各農家で需要 され

る｡コントラクター農家は1機械で30日間稼働 し､燃料修理費を差 し引いても15,000元から

20,000元の年収入がある｡コンバインの購入原価は70,000元､ トラクタとアタッチメン トも

で70,000元かかり､小 トラクタを用いた輸送業などで貯蓄 した自己資金によって購入してい

る｡村内のコン トラクター農家だけでは不足するので､村外のこれまでも来ていたコントラ

クター農家に電話で村が来るように要請する｡村が斡旋はするが､農民が自分で頼みたい相

手を決めるOまた村がコントラクター料金の最高価格を決め､料金は畝あたり､小麦で30元

(収穫のみ)から35元 (収穫+裁断)､ トウモロコシで20元 (作業 1回)から30元 (同 2回)

としている｡料金は､市場価格､機械局のデータ､軽油価格､作業効率､日当などを考慮 し

て決めているcJ仮に農家が個人でコントラクター農家を個々に雇用すると搬送賢も込みで40

-50元かかってしまうので､村による調整､斡旋は村民に歓迎 されている｡

3-3 山東省の事例

山東省は､果実､野菜､畜産をはじめ､食桟生産においても高い生産額を誇る農業先進省

であるr,地区性合作経済組織の活動が盛んであると同時に､来陽市をはじめ各地で専門の合

作経済組織づ くりが進められている｡形成 された専門の合作経済組織は多様で､専門協会､

専業合作社から､株式制合作組織の形態までとっている｡組織づ くりの リ-ダーも､農家､

村､郷鉄､県､龍頭企業､供鋪社と多岐にわたっている｡野菜産地の寿光市の 2相の実態を

紹介する｡
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1)寿光市 ･啄家営村

この村では機械化が進んでいて､食糧生産に関する､耕転､播種､防除､刈り取 り､水利

をすべてを村が統一一的に行っている｡しかも利用料金は､実費 (燃料費､メインテナンス､

オペレーター)のみで構成 され､濯潤で 9元/畝､耕転で 1元/畝､播種で 5元/畝､収穫で

40-50元/畝である｡オペレーターは25人おり､年間20削岩】働いている,機械への投資は村

と受益者農家が出資しており､集団の資金は三提五詩の積立金からまかなっている,,

この村で形成 されている専業協会として､果実協会､養鶏協会､競業協会があるが､専業

合作社はない｡専業協会は､技術指導と販売サポー トで､市場と連絡をとり卸売業者を紹介

しているO酎二肝)事務所はないが､村民委員会の建物を使っており､村が資金援助を行なっ

ている｡協会会員の出資金､会費はなく､会員がf胴鋸二行く場合も村が資金を出 している｡

会長は選挙で選ばれるが､大規模経営など地域の リーダーが選ばれている〕会長のほか役員

は 5-7人おり､定款もある)

2)寿光市 ･二元朱村

この村は集団も個人も経済活動への意欲が高い､ノ日光温室 :,)による野菜栽培の中心産地

であり､近くの寿光卸売市場 (産地市場)へ出荷 して､個人の所得も高いり村の邪錘企業と

して ｢寿光市魯光線色食品有限公司｣が設立 され､市場のニーズを探 して農家から集荷 した

野菜を販売 している′ノこれは村をベースとした私的事業体となる,3農家と公司は ｢契約栽培｣

をしており､種から肥料まで公司から提供 されている｡⊥公司は市場で委託販売をしており､

売上から手数料を徴収 している｡この村の生産野菜の70%が公司を通 じて販売 され､残 り

30%は農家がi酎妾市場へ持っていっている｡公司は株式会社形態であり､契約農民だけでな

く他からも出資をつのっている 村財政にこの企業から5万元が拠出されている,J五筈は鋲

政府へ上納 されているが､村へ収める三操は徴収 されていない｡村営企業の収入をもとにし

て､村 (-村レベルの地区性合作経済組織)が水利､電力､種子､機械サービスなどの全て

のサービスを無料で提供 している,J専業協会としては､野菜協会があり､会員4,000人､33

分会からなり､技術の普及のみが行なわれているハ

3-4 安徽省の事例

やや内陸部にある安徽省でも､地区性合作経済組織によるファームサービスとともに､種

を統--提供する果実協会や､素ひなや飼料の提供と卵の販売契約を行なう養鶏協会などによ

るサービスが行なわれている｡安徽省の中で､蕪湖市 .蕪湖県を酎列として取 り上げるLn,こ

こは960km2､耕地48万畝､農業人口48万人で､水に恵まれた稲作地帯である｡

蕪湖県政府の､県農機管理局のもと25都銀に農業機械センターがあり大型機械による作業

サービスが提供 されているOこれは郷鋲レベルの地区性合作経済組織となるO水利サービス

は県の水利センターで行なっている′､料金を徴収 しており､収穫で30-40元/畝､耕転で10
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元/畝､水利で30元/畝/午であるO農業機械センターの機械は園､県､郷鋲が結合 して投資

し､水利は園が投資し農家が労働力提供を行なっている｡耕転作業のうち､センターによる

サ-ビスは20%､コン トラクター農家によるサ-ビスは30%､個人所有機械による自己作

業が50%を占める,J個人所有の場合は小型機械が多いが､センターやコン トラクタ-の場合

は大型機械を所有 している｡収穫期になるとコンバインのコントラクター農家がこの県にや

ってきて､刈り取 りの請負料金は20元/畝となっている′〕電力の提供 (有料)､病害虫の予裡

(無料)は村 レベルの地区性合作経済組織が行なっているこノ

専業協会は県で13あり､会員は6,652人にのぼるOそのうちの ｢高効農業研究協会｣と ｢蕪

湖清水苗木花井協会｣を紹介する｡まず ｢高効農業研究協会｣であるが､ここは品種､育成

などについての技術普及を行なうとともに､経済活動 も行なっている｡会費は10元/年で､

生産前として肥料､農薬の提供､生産中として種の提供と技術の普及､生産後として農産物

紘 --委託販売を行なっており､専業合作社としての性格も持っている｡農産物の委託販売は､

集荷して販売 してから代金が払われている′〕手数料は 1-2%であり､理事が販売活動を行

ない､理事の給与は手数料からまかなっている｡会員数は1,000人で､1998年に成立してい

る｡県民政部の指導のもと現在理事となっている23人を中心に協会づくりを行ない､友人の

紹介､Llj ミで会員が拡大 した､〕定款があり､加入脱退の自由と民主主義が調われている｡

事務所は鋲政府の部屋を借りている｡総会はないが103人の代表大会で決議をする｡ただし

出資金と配当はない 次に ｢蕪湖清水苗木花井協会｣であるが､これは植木農家の組織で､

1999年に設立 し､会員2,000人､選挙で決めた理 事17人からなる√′山資金､配当はない｡そ

の活動は､価格指導を行い､販売におけるもめごとを調整する､庭園のデザインの接供､技

術教育 (接 ぎ木､庭園建設､石の配置､研修会の開催など)､労働力の斡旋 (庭園づくりに必

要なアルバイ トを紹介)､植木市場の開設と多岐にわたっているし′

3-5 湖南省の事例

湖南省は水稲 2期作を中心とする､水の豊かな稲作地帯である.｡ファームサービスは主に

肥料の提供や技術普及などに限 られているu村による機械サービスはほとんどない〕コンバ

インは普及していないが､耕転は トラクタ70%､役牛30% (面種割合)と機械化が進んでい

るr,しかしコン トラクター農家による請負がほとんど (30元/1回/畝)であり､村が機械サ

ービスを提供することはない｡選択的拡大に伴い､専業協会の形成は進んでいる)

村 (-村レベルの地区性合作経済組織)からのサービスについて､2村の事例をもって紹

いるが､村からのサービスは､農業技術普及､治安､植樹､種子 ･肥料配布､病害虫予防に

限られている｡労働出役も､必要に応 じて､水利整備などで用いられているO常徳市 ･牛鼻

推鋳 ･噴興奮村は､洞庭湖の湖畔にあり､標高が海抜25mにあって洪水水害､冠水の多い地

域である｡三提五票+農業税+特産税+ポンプ電気費+水利ポンプ費として年300元/人が
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村に上納 されており､村からは技術普及､基盤整備､水利､洪水予報がサービスとして提供

されている｡また､郷水利センタ-へも80元/畝が洪水の管理として支払われている｡

3-4 貴州省の事例

貴州省は改革開放後､個別化が進んだ省であり､農地の詣負契約も-般には30年-であるの

が50年となっており､農家のインセンティブが重視されている｡その-方で､地区性合作経

済組織によるファームサービスは乏 しいOひとつには貴州省では､人民公社体制から生産請

負制への移行時に (1980年)に､全ての集団資産を農家に分配 してしまったからであるとい

われている｡そこで現在､集団によるサービスを拡充 しようとして､合作社や専業協会が作

られようとしているが､まだ極めて少ない｡ただし郷政府の公的事業体からのサービス (水

利､農業機械センターなど)は他省と同じように行なわれているoふたつには､貰州省が後

進農業を中心とした極めて貧困度の高い省であるからであるO 農業収入が家庭収入の80%以

上を占め､村営企業は未発達であり､農外企業収入が極めて少ないL,そもそも山岳地帯であ

り トラクタ耕転面積は全体の 3%だけであり､残りは役牛 (水牛)が用いられており､機械

サービスを利用する段階にも到っていないrJしたがって機械サービスはほとんどなされてい

ない｡貫州省での 2つの鎖の事例を紹介する｡

1)尊義県尊龍坑鋳

ここは89.8km2､耕地面積3.2万畝､人口37,530人からなる銀であるo 鋳からのファームサ

ービスとしては､農村普及センターが農薬､肥料､品種､技術を普及 し､水利センタ-が水

利を供給する (水利費10-15元/畝/午)にとどまる｡農業機械センターは技術指導をする

みで､ トラクタなどは保有せず､農業機械は個人による購入にまかされているoどの村でも

村 (-村レベルの地区性合作経済組織)からのファームサ-ビスはほとんど提供 されていな

いが､その中でも例外的にサービスの行なわれている ｢其音村｣がある｡ここは例外的に都

銀企業の発達 した村総生産額5,470万元の豊かな村であり､村からのサービスとして､選択

的拡大にともなう技術普及を3ヶ月ごとの研修会の開催として行なっており､道路やケーブ

ルテレビなどのインフラ整備 も進めている｡三提五第は徴収せず､村営企業ならびに村有企

業を個人に詣負わせ､その利潤の一部を村財政に上納 させて村サービスをまかなっている,,

この村では､改革開放時に､集団資産を分配 しないで村にそのまま残 し､これをもとに村営

企業を発達 させていることに注目したい｡

2)平貝県馬場鋳

人口43万人､面積1,195km2､耕地面積 8万畝の鋲であり､公的事業体である銀の農業技

術普及センターにおいて種子､肥料の提供､技術の普及などが行なわれているにすぎない｡

都銀企業 も発達 しておらず､貧困村が多く集団の力は弱いままである｡たとえば ｢馬場村｣
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(耕地1,182畝､人L11,480人)においては､水牛58頭､黄牛 2頭であるのに対 し､ トラクタ

は2輪のものが 1台だけ個人所有されているという状況で､機械サービスなどは行なわれて

ことだけである｡)三投は､王に村幹部の給料に用いられている｡道路修繕､街灯修繕､濯潤

修繕､公衆 トイレ修繕など村のインフラは､村民の労働出役によってまかなわれているO労

働出役は強制ではないが､自発的に多くの村民が無給で参加 しているO

4.中国農業における中間組織

以上で､異能江省､河北省､山東省､安徽省､湖南省､貰州省での事例を紹介した｡省に

よる違いは大きいが ､ 一 一一般に事例から次のようにファームサ-ビスの実態はまとめられる｡

第一一に､公的事業体のサポー トのもと､村あるいは都銀の地区性合作経済組織によってファ

ームサービスが提供 されている｡公的事業休は専門ごとに縦割り的にサービスを提供 してい

るが､地区性合作経済組織からは総合的に､家族経営が直接サービスを受けている｡地区性

合作経済組織は経済目的の組織であるが､地域住民をメンバーとしており､また村営企業の

利潤をサービスの財源にするなど行政命令に依拠 した資源配分が行われ､行政による内部組

織としての属性が強いG第二に､特に機械作業サ-ビスに関しては､地区性合作経済組織と

ともにコントラクター農家による請負が進んでおり､市場が形成 されている｡請負料金も全

国的に20-50元/畝と安.定しており､需給均衡が見受けられるOしかしながら一方で､受託

オペレーターと委託農家の間の調整において､村レベルの地区性合作経済組織が合せもつ行

政主体としての力を発揮させて､重要な役割を担っている市場である｡第三に､特に普及サ

-ビスに関しては専業協会が主要な役割を果たしているOメンバーはそれぞれの作目の家族

経営であり､技術情報の交換という非営利的組織であるが､実際には合作経済組織が合せも

つ行政主体としての力を発揮させて､組織化を進めており､行政の内部組織の属性が強いO

以上主なファームサービスをみると､行政の計画のもとに市場と内部組織が並列する構造を

持っている｡市場と内部組織の属性が交じり合いながら形成される日本型の中間組織という

よりも､行政主導型､市場 ･内部組織並列型の中間組織が形成 されているとまとめられるO

一般論として､行政主導型､市場 ･内部組織並列型とまとめられたとしても､実態は以下

のような特徴をさらに含んでいる｡第-に､行政主導型とはいっても､表面的には現れてい

ないがパーソナルな関係がその主軸を担うO中匡卜社会は ｢人治社会｣を基盤としいるt,)O行

政機構の公権力の執行も､パーソナルな縁故関係､特に血縁､地縁関係におけるキーパーソ

ンの リーダーシップに基づく場合が多いC/キーパ-ソンの縁故関係を基にしながら､コント

ラクター農家と委託農家を結び付けたり､専業協会を積極的に形成､調整している事例を聞

くことが多かった｡このパーソナルな関係は否定的にとらえるべきではないQむしろインパ

ーソナルな行政機能が十分でない場合は､パ-ソナルな関係を積極的に利用して､ファーム
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サー ビスが執行 されてい るので ある｡第二に､地域 によって中間組織の形態が極 めて異 なる

点である｡-一つ には､畑作 ､稲作 ､園芸 とい った作物構成の違 いによって､受容 され るフ ァ

-ムサービスが著 しく異 なって くる｡異能江省､河北省などの畑作地帯 では大型機 械サー ビ

スが､安徽省､湖南省などの稲作地帯では小型機械サー ビスが充実 し､山東省などの園芸地

帯では普及､販売 サービスが充実 して くることになるL,二つに､地区性合作経済組織 を支え

る郷鋲企業の経済 力の差異が､ファームサ-ビスに差 をもた らす｡貴州省で見 られ たよ うに

ほ とんどサー ビスが提供 されない場 合か ら､山東省でみ られ たよ うにほぼ無料ですべてのサ

ービスが提供 され る場合 まで差異 がある｡三つに､そ もそ も地域 によって ､家族経営 と事業

体､また 事業体の間での ｢所有｣ と ｢経営｣の分担 が異な り､また極 めて混沌 と した状況 に

ある｡分抱 が画定 されてい るのであれば､ インパーソナルな関係 によって機能的 な集団 と し

て中間組織が運営 され る｡しか し分担 が混乱 している現況で は､やは りパ ー ソナルな関係 が

重要な役割 を演 じる｡中国では中間組織の所 存と経営の分担 を整理 し､ インパー ソナル とパ

ー ソナルの部分を画定 してい くことが まず求め られ る｡

汁

目 取引が､価格による決定とメンバーのE_r日日な参入退I'侶二基づく場合を市場原理､権限に

よる決定とメンバーのhf,l定的関係に基づく場合を組織掠理 として､小問的な原理に基づ く

場合をrl川閥描kとして定義 している｡｣ rJA(,I)明一(1985)を参照(

2)麦収穫を識負うコン′り ンによるコン トラクター農家′,2002隼8j122日のNHKの番組で

紹介され､Ⅰ~日工でも知 られるところとなったノ

3)臨地調狛 ま､黒龍江省､山東省､安徽省は2000年､湖南省､貴州宵は2001年､河北省は

2002牛に'lJ-われた｡利′､獅)r究費 (刑 lミ1食糧需給の総合的研究-｢回_fl_膿 業郡農家ハネルテ-

タの利川を小心 として-)(辻井博代表)ならびに同 伸 国の21世紀をみすえた農村制度

改Frf･-: ミクロデータの分析-)(浅見淳之代表)による研究の 一環 として行われた調査で

ある｡したがって肘//JJはその時点での情報である‥粥査時点では :.接IIJ.筈が重要なヰtjや郷

鎖の!fJ政収入となっていたが､現在は 卜納金は農業税に -本化 し労佃llLrl'役はL伸 二する改,Ef'･:

が進められている｡

ご日 rF咽)で､安全で､優良な品種を用い､健康によい食,r"'.t定義 されている′

:))山東省では､北側を Lで固めた壁で南側をビニールを張 った温宅が ｢日光温室｣といわ

れて､川いられている｡

6)E'/tl捧 (2003)によれば､｢[日嗣l:会では､市場が不完全で､法に基づ く権利が保障 され

ておらず､個人的な結びつ きや インフォーマルな緋が重要な役割を果たす｣(拝拓が 一部

原文を修 llJ.)とされ､これは 一般に ｢人治社会｣とEJlわれている-ノ

196-



浅見淳之 :叫Ⅰ三1農業における家族経'.[･vTとプア-ムサ-ビス･終業体のF日嗣 胴詣k

【引用文献】

[1]llJA-木昌彦･伊丹敬之 (1985)､｢企業の経済学｣､岩波飢iiJ

[2]FLJt･iJ)ll斉 (2002)｢刑 購銅J合作社の改隼 倶釣社の展開過程｣､日本経済評論社J

[3]石川L即(ト 小池恒Fj上 佐々木市大･辻井博編 (2003)｢農業経営 支接の課題 と展望｣､

撞賢堂

[4]稲本志良轟 (1996)r新 しい損いf-･77･-ムサ-ビス･3月封本の展開｣､農林統計協会､

[LI)]楢洋平 (1997)卜川根射.巨農業経済の転換｣､勤r'F''E封ノ;･､｣

[6]首藤明和 (2003)｢小国の人治社会｣､H本経済評論社 ㌧ノ

[7日[-E石和良 (1994)｢'l申｣の農業､農ヰ押)再組織化と郷や摘鰭i;体 制｣､｢遇 業総合肝 究｣第

48巻第し目上 1-73貞P,

[8]高橋IE:.ftirS(1977)｢【り丈農業の組織t甜EIJElJ7究｣､東京人′封冊i会､/

[9]A.Asallli(2002),'TheDouble-TierManagementSystelllinRura一China:

AssignmentofDecisionMaking,Jobsand0wnel-SllipbetweenlndividLlalsalldthe

Collective∴■TheJapzlneSeJo111･nE71ofAgI･IcultLJraIEconomJ'cs:Vo14.I)Pll～pI)31.

197-




